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沖縄県公立大学法人沖縄県立芸術大学評価委員会について

１ 概要

沖縄県公立大学法人沖縄県立芸術大学評価委員会（以下「評価委員会」という。）

は、沖縄県の附属機関として、公立大学法人沖縄県立芸術大学（以下「法人」という。）

に関し、法人の設立団体である知事への意見の提示、法人の業務実績の評価、法人へ

の勧告等の業務を行う。

(1) 設置の根拠

○地方独立行政法人法（以下「法」という。）第11条第１項

○沖縄県公立大学法人評価委員会条例（以下「条例」という。）

(2) 組織・運営

○委員

・別添委員名簿のとおり

・経営又は教育研究に関し学識経験のある者その他適当と認められる者のうちから、

知事が委嘱

・任期：２年（再任可）

○委員長

・西村 貞雄（にしむら さだお）委員 教育研究分野、琉球大学名誉教授

・委員の互選により選任

・会務を総理し、委員会を代表

・代理をする委員を指名

○会議

・委員長が招集し、委員長が議長となる

［開催要件］委員の過半数の出席が必要

［議決要件］出席委員の過半数で議事を決する

○資料の提出等

・議事に関係のある者に対し、資料の提出、意見の表明、説明、その他必要な協力を

求めることができる。

(3) 報酬等

○報酬：日額9,300円（沖縄県特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関す

る規則）

○費用弁償：旅費条例の規定の適用を受ける職員の旅費相当額。

資料１
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２ 評価委員会の主な業務

(1) 設立団体の長に意見を述べること（法第11条第２項第１号関係）

・設立団体の長が中期目標を定め、又は変更しようとするときの意見（法第25条第３

項）

・出資等に係る不要財産の納付を設立団体の長が認可しようとするときの意見（法第

42条の２第５項）

・条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供することを設立団体の長が認可し

ようとするときの意見（法第44条第２項）

・法人の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準に係る設立団体の長への意見

の申出（法第56条第１項（法第49条第２項準用））

・公立大学法人が作成する中期計画を設立団体の長が認可しようとするときの意見

（法第78条第４項）

・中期目標期間の終了時において、設立団体の長が法人の業務を継続させる必要性、

組織及び業務の全般にわたる検討を行うに当たっての意見（法第79条の２第２項）

(2) 公立大学法人の業務の実績を評価すること（法第11条第２項第２号関係）

・公立大学法人の毎事業年度に係る業務の実績等についての評価（法第78条の２第１

項）

→中期目標の最後の事業年度に行う中期目標期間の評価は、学校教育法に規定する認

証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえる（法第79条）

・公立大学法人に対する評価結果の通知等に係る設立団体の長への報告及び公表（法

第78条の２第５項）

(3) 公立大学法人に勧告すること（法第11条第２項第３号関係）

・公立大学法人の毎事業年度に係る業務の実績等についての評価を行い、必要がある

場合に業務運営の改善その他の勧告を行う（法第78条の２第４項）



- 3 -

３ スケジュール（案）

年度 年月 事項 評価委員会審議事項

令和３年
　４月１日

○公立大学法人沖縄県立芸術大学の設立

令和４年
　２月

○第１回評価委員会 ○評価の方法・評価基準（案）について

３月 ○第２回評価委員会 ※予備日程

令和４年
　４月～６月末

○法人→評価委員会
　令和３年度業務実績報告書等の提出

７月
○業務実績報告書等の内容確認
○評価案の作成

８月上旬 ○第１回評価委員会
○令和３年度業務実績評価（案）の検討
（法人との質疑応答）

８月下旬 ○第２回評価委員会 ○令和３年度業務実績の評価の決定

８月下旬

○評価委員会から、
・法人へ評価結果を通知
・知事へ評価結果を報告
・評価結果を公表

９月
○設立団体の長→議会
　評価結果の報告

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度
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沖縄県公立大学法人沖縄県立芸術大学評価委員会 委員名簿

No. 氏　　名 ふりがな 代表区分 所属団体名等 役職名 備考

1 砂 川 昌 範 すながわ まさのり 大 学 運 営 公立大学法人名桜大学 学 長

2 西 村 貞 雄 にしむら さだお 教 育 研 究 琉 球 大 学 名 誉 教 授 委 員 長

3 嘉 数 道 彦 かかず みちひこ 教 育 研 究
公 益 財 団 法 人
国 立 劇 場 お き な わ

運 営 財 団
芸 術 監 督

4 石 田 む つ み いしだ むつみ 財 務 会 計 日本公認会計士協会沖縄会 会 員

5 福 地 敬 ふくち たかし 地 域 貢 献
一 般 財 団 法 人
沖 縄 美 ら 島 財 団

事 務 局 次 長
兼 総 務 部 長

令和2年7月31日


